
（
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

省

略

第
三
条

同

上

②
～
④

省

略

②
～
④

同

上

⑤

給
与
等
、
公
的
年
金
等
、
報
酬
又
は
料
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
支
払
を
受
け

⑤

給
与
等
、
公
的
年
金
等
、
報
酬
又
は
料
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
支
払
を
受
け

る
者
が
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
の
属

る
者
が
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
の
属

す
る
年
又
は
そ
の
翌
年
以
後
三
年
以
内
の
各
年
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日

す
る
年
又
は
そ
の
翌
年
以
後
三
年
以
内
の
各
年
に
お
い
て
、
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日

の
現
況
に
よ
り
当
該
災
害
に
よ
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す

の
現
況
に
よ
り
当
該
災
害
に
よ
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す

る
雑
損
失
の
金
額
（
当
該
災
害
以
外
の
理
由
に
よ
る
雑
損
失
の
金
額
が
あ
る
場
合
に

る
雑
損
失
の
金
額
（
当
該
災
害
以
外
の
理
由
に
よ
る
雑
損
失
の
金
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
も
の
と
見
積
ら

は
、
そ
の
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
も
の
と
見
積
ら

れ
、
又
は
そ
の
雑
損
失
の
金
額
で
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を

れ
、
又
は
そ
の
雑
損
失
の
金
額
で
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
者
の
そ
の
年
又
は
そ
の
翌
年
以
後
三
年
以
内
の
各
年
に
お
い
て
支
払
を

よ
り
、
そ
の
者
の
そ
の
年
又
は
そ
の
翌
年
以
後
三
年
以
内
の
各
年
に
お
い
て
支
払
を

受
け
る
当
該
給
与
等
、
公
的
年
金
等
、
報
酬
又
は
料
金
に
つ
き
、
同
項
又
は
同
法
第

受
け
る
当
該
給
与
等
、
公
的
年
金
等
、
報
酬
又
は
料
金
に
つ
き
、
同
法
第
七
十
一
条

七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
同
法
第
百
八
十

第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

三
条
、
第
二
百
三
条
の
二
又
は
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
を
猶
予
す

同
法
第
百
八
十
三
条
、
第
二
百
三
条
の
二
又
は
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

省

略

⑥

同

上

⑦

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
に
係
る
所
得
税
法
第
百
二

十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
八
号

又
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ

る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
若
し
く
は
第
百
六
十
条
の
規
定

又
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源

の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
更
正
等
の
日
の
翌
日
以
後

一
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該
更
正
等
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）

（
当
該
一
月
経
過
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
二
十
五
条
（
決
定
）
の
規
定
に
よ
る

決
定
の
日
（
同
日
」
と
、
同
法
第
百
六
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
次
に
掲
げ
る
日



の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
二
十
五
条
（
決
定
）
の
規
定
に

よ
る
決
定
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑧

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


